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弁護士　琴浦 諒

インドに会社を設立する際の商号
承認・会社設立申請手続について
解説する。

連
載  
海
外
事
業
リ
ス
ク
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
─
─

イ
ン
ド
進
出
に
お
け
る

法
務
の
基
礎
知
識

第❻回
事業拠点の

設立要件・手続き④

〈
前
号
か
ら
続
く
〉

③　

商
号
承
認
申
請

　
　
（e-Form

 1-A

の
提
出
）

　

新
会
社
の
取
締
役
と
な
る
者
に
よ
る

電
子
署
名
認
証
（D

igital Signature 
Certificate

〈
Ｄ
Ｓ
Ｃ
〉）
お
よ
び
取
締

役
識
別
番
号（Director Identification 

N
um

ber

〈
Ｄ
Ｉ
Ｎ
〉）
の
取
得
後
、
新

会
社
の
商
号
承
認
申
請
を
行
う
。

　

商
号
承
認
申
請
は
、
新
会
社
の
商
号

に
つ
い
て
、
事
前
に
イ
ン
ド
の
会
社
登

記
局
（Registrar of Com

panies

）
の

承
認
を
得
る
手
続
き
で
あ
る
（
注
１
）。

商
号
承
認
は
、
会
社
登
記
局
に
よ
る
承

認
日
か
ら
六
〇
日
間
有
効
で
あ
り
、
承

認
か
ら
六
〇
日
間
経
過
し
て
し
ま
っ
た

後
に
新
会
社
の
設
立
手
続
を
行
う
場
合

に
は
、
再
度
商
号
承
認
申
請
を
行
う
必

要
が
あ
る
（
注
２
）。

　

商
号
承
認
申
請
の
際
に
は
、
最
大
六

つ
ま
で
、
希
望
す
る
商
号
に
順
位
を
付

け
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
必
ず

し
も
六
つ
の
希
望
商
号
を
記
載
す
る
必

要
は
な
い
が
、
二
つ
や
三
つ
で
申
請
し

た
場
合
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
会
社
登
記

局
に
よ
り
拒
絶
さ
れ
た
場
合
に
は
、
一

か
ら
申
請
を
や
り
直
す
必
要
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
手
続
き
を
迅
速
に
進
め
る
と

い
う
観
点
か
ら
は
、
で
き
る
だ
け
多
く

の
希
望
商
号
を
記
載
す
る
方
が
望
ま
し

い
。

　

商
号
内
に
一
定
の
文
言
が
含
ま
れ
る

場
合
、
そ
の
内
容
に
応
じ
て
最
低
授
権

資
本
額
が
定
ま
る
。
二
〇
一
二
年
一
月

現
在
の
最
新
の
規
則
で
あ
るCom

pa-
nies

（N
am

e A
vailability

）Rules, 
2011

（
注
３
）
に
よ
れ
ば
、
商
号
の
内

容
に
応
じ
た
最
低
授
権
資
本
額
の
金
額

は
表
１
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

商
号
承
認
は
、
イ
ン
ド
企
業
省
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
（
後
述
の
イ
ン
ド
企
業
省

に
よ
る「N

am
e A

vailability Guide-
lines, 2011

」）に
従
っ
て
行
わ
れ
る
が
、

一
般
に
は
、
既
存
の
類
似
商
号
が
な
い

こ
と
を
前
提
と
し
て
「
可
能
な
限
り
商

号
中
に
事
業
内
容
を
示
す
文
言
（M

a-
nufacturing

やSales

な
ど
）
が
入
っ

て
い
る
」「
子
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ

る
場
合
、
親
会
社
の
商
号
ま
た
は
そ
の

略
称
が
含
ま
れ
て
い
る
」
な
ど
の
条
件
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る
場
合
に
は
、
当
該
既
存
会
社
か
ら
、

商
号
の
使
用
に
つ
き
異
議
が
な
い
旨
の

レ
タ
ー
（N

o O
bjection Certificate 

〈
Ｎ
Ｏ
Ｃ
〉）、
お
よ
び
当
該
Ｎ
Ｏ
Ｃ
の

発
行
を
決
議
す
る
取
締
役
会
議
事
録
の

写
し
を
入
手
し
、
提
出
す
る
必
要
が
あ

る
。
こ
の
規
制
は
、
新
会
社
の
親
会
社

と
な
る
会
社
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る

た
め
、
親
会
社
の
商
号
の
一
部
を
新
会

社
の
商
号
に
使
用
す
る
場
合
、
原
則
と

し
て
あ
ら
か
じ
め
親
会
社
か
ら
類
似
商

号
使
用
に
つ
い
て
の
Ｎ
Ｏ
Ｃ
お
よ
び
取

締
役
会
議
事
録
を
取
得
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。

　

イ
ン
ド
企
業
省
の
二
〇
一
一
年
七
月

八
日
付
通
達
お
よ
び
同
月
二
二
日
付
通

達（
注
４
）に
よ
り
公
表
さ
れ
た「N

am
e 

A
vailability Guidelines, 2011

」
に

よ
り
、
同
年
七
月
二
四
日
以
降
、
商
号

承
認
申
請
は
、勅
許
会
計
士（chartered 

accountant

）、会
社
秘
書
役（com

pany 
secretary

）
ま
た
は
コ
ス
ト
ア
カ
ウ
ン

タ
ン
ト
（cost accountant

）（
注
５
）

が
類
似
商
号
の
有
無
等
を
調
査
し
た
上

で
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
専
門
家
が
「
イ
ン
ド
企
業

省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
検
索
を
通
じ
た
調

査
を
行
っ
た
結
果
、
類
似
商
号
は
存
在

せ
ず
、
ま
た
申
請
さ
れ
る
商
号
が
イ
ン

ド
法
上
許
容
さ
れ
な
い
名
称
で
は
な
い

を
満
た
し
て
い
る
方
が
、
承
認
さ
れ
や

す
い
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
商
号

が
承
認
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
最
終
的
に

は
会
社
登
記
局
の
裁
量
的
判
断
に
よ
る

た
め
、
前
記
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
さ

な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
商
号
が
承
認

さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。

　

な
お
、
新
会
社
の
商
号
が
、
国
内
、

国
外
を
問
わ
ず
、
既
存
の
会
社
の
商
号

の
一
部
ま
た
は
全
部
を
使
用
す
る
な
ど
、

既
存
の
会
社
の
商
号
と
類
似
、
重
複
す

こ
と
が
判
明
し
た
」
旨
の
証
明
文
言
を

付
し
て
商
号
承
認
申
請
を
行
い
、
か
つ

実
際
に
類
似
商
号
が
存
在
し
な
い
場
合

に
は
、
商
号
承
認
申
請
は
、
通
常
申
請

か
ら
二
四
時
間
以
内
に
認
め
ら
れ
、
会

社
登
記
局
か
ら
商
号
承
認
に
関
す
る
レ

タ
ー
が
発
行
さ
れ
る
。
な
お
、
前
記
専

門
家
を
通
じ
ず
に
商
号
承
認
申
請
を
行

っ
た
場
合
、
承
認
ま
で
の
期
間
は
一
〜

二
週
間
程
度
と
な
る
。

　

商
号
承
認
申
請
は
、
設
立
し
よ
う
と

す
る
会
社
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
会
社

登
記
局
に
対
し
、
イ
ン
ド
企
業
省
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン

で e-Form
 1-A

 

と
呼
ば
れ
る
フ
ォ
ー

ム
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
添
付
書
類

を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
で
添
付
す
る
こ
と

に
よ
り
行
う
。

　

e-Form
 1-A

 

に
記
載
す
る
情
報
の

う
ち
、
主
な
も
の
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。

① 　

申
請
者
の
商
号（
個
人
の
場
合
は
、

氏
名
）、
職
業
（
個
人
の
場
合
の
み
）

お
よ
び
住
所
（
市
名
、
州
名
お
よ
び

国
名
を
含
む
）、
郵
便
番
号
お
よ
び

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等

② 　

新
会
社
の
種
類（public com

pany

かprivate com
pany

か
な
ど
）

③ 　

新
会
社
を
登
記
す
る
州
お
よ
び
登

記
上
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
会
社
登

表１　商号に含まれる文言に応じた最低授権資本額

（注１） 日本でも、旧商法下では、登記拒絶防止のため、法務局に対して事前の類似商号
等の存否の照会が行われていたが、これはあくまで将来の登記拒絶による会社設
立手続の遅延を避けるための事実上の確認であった。これに対し、インドの会社
設立手続における商号承認申請は、インド会社法上の正式な手続きである点に特
色がある。

（注２） ただし、e-Form 1-AR という書面を手数料250ルピーとともに提出することにより、
一度だけ有効期間を30日間延長することができる。

（注３）下記インド企業省のウェブサイトにて閲覧可能。
▶http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Companies_rules_15Mar2011.pdf

（注４）それぞれ、下記インド企業省のウェブサイトにて閲覧可能。
・2011年7月8日付通達〈General Circular No.45/2011〉

▶http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Circular_45-2011_08july2011.pdf
・2011年7月22日付通達〈General Circular No.48/2011〉

▶http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Circular_48-2011_22july2011.pdf

（注５）インドにおける資格業種の一つ。原価計算等のコスト計算の専門家。

商号に含まれる文言 最低授権資本額
① 「Corporation」「corp.」等 2億5,000万ルピー

② 「International」「Global」「World」「Overseas」「Universal」「Continental」「Asia」
等の文言を、商号の冒頭に使用する場合 5,000万ルピー

③ ②の文言を、冒頭以外の場所に使用する場合 2,000万ルピー

④ 「Hindustan」「India」「Bharat」等の文言またはその他の国の名前を、商号の冒
頭に使用する場合 2,000万ルピー

⑤ ④の文言を、冒頭以外の場所に使用する場合 250万ルピー
⑥ 「Industries」「Udyog」 5,000万ルピー
⑦ 「Enterprises」「Products」「Business」「Manufacturing」「Venture」 500万ルピー



50会社法務A2Z　2012.3

記
局
の
名
称

④ 　

会
社
設
立
者
（prom

oter

＝
基
本

定
款
に
お
け
る
引
受
人
）の
商
号（
氏

名
）
お
よ
び
住
所

⑤ 　

申
請
が
、
会
社
秘
書
役
等
の
専
門

家
に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か

ど
う
か

⑥ 　

一
つ
以
上
、六
つ
以
下
の
商
号
を
、

希
望
す
る
順
に
記
載
（
必
ず
し
も
六

つ
記
載
す
る
必
要
は
な
い
）

⑦ 　

希
望
す
る
商
号
に
含
ま
れ
る
キ
ー

ワ
ー
ド
ま
た
は
造
語（
も
し
あ
れ
ば
）

に
関
す
る
説
明
ま
た
は
そ
の
意
義（
親

会
社
の
商
号
の
一
部
を
使
用
す
る
場

合
、
な
ぜ
親
会
社
が
そ
の
商
号
を
採

用
し
た
か
〈
例
：
創
業
者
の
名
前
、

創
業
地
名
等
〉）

⑧ 　

親
会
社
等
が
あ
る
場
合
、
そ
の
親

会
社
の
商
号

⑨　

新
会
社
の
主
た
る
事
業
目
的

⑩ 　

希
望
す
る
商
号
が
国
ま
た
は
州
に

関
連
す
る
法
人
の
よ
う
な
印
象
を
与

え
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
（Yes/

N
o

で
回
答
）

⑪ 　

資
本
額
（
授
権
資
本
額
、
お
よ
び

最
初
に
払
い
込
む
予
定
の
資
本
金
額
）

⑫ 　

取
締
役
と
な
る
者
（
非
公
開
会
社

の
場
合
最
低
二
名
、
公
開
会
社
の
場

合
最
低
三
名
）
の
情
報

⑬ 　

希
望
す
る
商
号
が
イ
ン
ド
国
内
で

② 　

親
会
社
の
商
号
の
一
部
を
使
用
す

る
場
合
、
当
該
文
言
を
新
会
社
の
商

号
の
一
部
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に

異
議
が
な
い
旨
の
、
親
会
社
（
商
標

権
者
）
に
よ
る
証
明
書
（
Ｎ
Ｏ
Ｃ
）

③ 　

前
記
②
の
Ｎ
Ｏ
Ｃ
の
交
付
を
決
定

す
る
取
締
役
会
決
議
議
事
録
の
コ
ピ

ー
（
①
と
同
じ
議
事
録
内
の
別
議
案

と
し
て
記
載
可
）

　

①
に
つ
い
て
、
こ
の
取
締
役
会
決
議

議
事
録
は
、
委
任
状
の
役
割
を
兼
ね
て

い
る
た
め
、e-Form

 1-A
 

申
請
時
点

で
は
、
代
理
人
に
対
す
る
別
途
の
委
任

状
は
不
要
で
あ
る
（
な
お
、
委
任
状
は
、

会
社
設
立
申
請
〈 e-Form

1 

の
提
出
〉

の
時
点
で
必
要
に
な
る
）。
代
理
人
は
、

原
則
と
し
て
株
主
ご
と
に
別
人
で
あ
る

必
要
が
あ
り
、
通
常
は
、
取
締
役
に
な

る
予
定
の
者
（
複
数
）
が
代
理
人
に
任

登
録
を
受
け
た
商
標
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
か
、
ま
た
は
商
標
法
に
よ
る

登
録
出
願
中
の
出
願
対
象
で
あ
る
か
、

お
よ
び
当
該
商
標
ま
た
は
登
録
出
願

の
詳
細
（
商
標
ロ
ゴ
等
の
画
像
を
添

付
）

　

ま
た
、
法
人
（
日
本
法
人
ま
た
は
そ

の
他
の
外
国
法
人
）
が
発
起
人
と
な
る

場
合
の e-Form

 1-A
 

の
添
付
書
類
は

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

① 　

イ
ン
ド
に
お
け
る
会
社
設
立
を
承

認
し
、
会
社
設
立
に
関
し
て
必
要
な

行
動
を
と
る
代
理
人
を
任
命
す
る
、

取
締
役
会
決
議
の
議
事
録
の
コ
ピ
ー
。

英
訳
を
作
成
の
上
、
原
本
の
正
確
な

コ
ピ
ー
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
英
訳

が
正
し
い
こ
と
を
宣
誓
す
る
、
会
社

の
レ
タ
ー
ヘ
ッ
ド
付
の
宣
誓
書（D

e-
claration

）
を
添
付

命
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
前
記
①
〜
③
は
、
い
ず
れ
も

公
証
を
受
け
、
ま
た
大
使
館
認
証
も
し

く
は
こ
れ
に
代
わ
る
ア
ポ
ス
テ
ィ
ー
ユ

の
付
与
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

④ 　

会
社
設
立
申
請
（
定
款
の
作
成
な

ら
び
にe-Form

1

、
18
お
よ
び
32
の

提
出
）

　

商
号
承
認
後
、
会
社
設
立
申
請
を
行

う
。
こ
の
会
社
設
立
申
請
の
完
了
に
よ

り
、
法
人
と
し
て
の
会
社
が
設
立
、
登

記
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
手
続
き
の
完
了

時
点
で
会
社
の
設
立
行
為
は
一
応
完
了

す
る
（
た
だ
し
、
次
回
に
解
説
す
る
が
、

イ
ン
ド
で
は
銀
行
口
座
の
開
設
や
資
本

金
の
払
込
み
等
の
重
要
な
手
続
き
が
、

設
立
完
了
後
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
）。

　

会
社
設
立
申
請
は
、
設
立
し
よ
う
と

す
る
会
社
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
会
社

登
記
局
に
対
し
、
イ
ン
ド
企
業
省
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン

でe-Form
1

、
18
お
よ
び
32
の
各
フ
ォ

ー
ム
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
添
付
書

類
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
で
提
出
す
る
こ

と
に
よ
り
行
う
。

　

e-Form
1 

に
記
載
す
る
情
報
は
、 

e-Form
1-A

 

に
記
載
し
た
情
報
と
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、e-Form

1 

に
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は
、
以
下
の
書
類
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル

で
添
付
す
る
必
要
が
あ
る
。

① 　

基
本
定
款
（M

em
orandum

 of 
Association

）

② 　

附
属
定
款
（Articles of Asso-

ciation

）

③ 　

会
社
登
記
局
か
ら
の
商
号
認
可
に

関
す
る
レ
タ
ー

④ 　

委
任
状（Pow

er of Attorney

）（
会

社
設
立
を
現
地
代
理
人
に
依
頼
し
て

い
る
場
合
）

す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
必
ず
附
属
定

款
に
そ
の
内
容
を
反
映
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
。

　

二
つ
の
定
款
の
作
成
後
、
各
定
款
の

最
終
頁
に
各
株
主
か
ら
設
立
委
任
を
受

け
た
個
人（
株
主
が
二
人
の
場
合
二
名
）

に
よ
り
、
株
主
情
報
（
住
所
、
商
号
、
引

受
株
式
数
等
）
の
記
載
お
よ
び
署
名
が

行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
署
名
は
も
ち

ろ
ん
、
株
主
情
報
に
つ
い
て
も
原
則
と

し
て
す
べ
て
手
書
き
で
記
載
さ
れ
る
必

　

①
お
よ
び
②
に
つ
い
て
、
会
社
設
立

申
請
を
行
う
た
め
に
は
、
そ
れ
に
先
立

っ
て
当
該
会
社
の
基
本
定
款
お
よ
び
附

属
定
款
の
二
つ
の
定
款
を
作
成
す
る
必

要
が
あ
る
。

　

日
本
の
会
社
法
で
は
定
款
は
一
つ
だ

け
で
あ
る
の
に
対
し
、
イ
ン
ド
会
社
法

は
定
款
を
そ
の
役
割
に
応
じ
て
基
本
定

款
と
附
属
定
款
の
二
つ
に
分
け
て
い
る
。

　

基
本
定
款
は
会
社
の
種
類
、
商
号
、

事
業
目
的
等
の
基
本
的
な
事
項
を
規
定

し
て
お
り
、
附
属
定
款
は
株
主
の
権
利

に
関
す
る
事
項
や
株
主
総
会
、
取
締
役

会
の
定
足
数
、
決
議
要
件
等
、
会
社
の

運
営
に
関
わ
る
事
項
を
規
定
し
て
い
る
。

　

附
属
定
款
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
会

社
法
の
強
行
規
定
や
イ
ン
ド
の
公
序
良

俗
に
反
し
な
い
限
度
に
お
い
て
定
款
自

治
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
特
に
非
公
開

会
社
に
つ
い
て
は
、
附
属
定
款
を
変
更

す
る
こ
と
に
よ
り
、
比
較
的
自
由
に
会

社
の
制
度
設
計
を
行
う
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
合
弁
会
社
の
ケ

ー
ス
に
お
い
て
、
合
弁
契
約
で
合
意
し

た
会
社
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
附
属

定
款
に
規
定
さ
れ
な
い
限
り
、
組
織
法

上
の
効
力
を
有
さ
な
い
た
め
（
注
６
）、

日
本
企
業
が
イ
ン
ド
側
企
業
と
合
弁
会

社
を
設
立
す
る
場
合
、
合
弁
契
約
や
株

主
間
契
約
で
合
意
し
た
会
社
運
営
に
関

要
が
あ
り
、
ま
た
署
名
後
に
各
定
款
に

つ
い
て
公
証
お
よ
び
ア
ポ
ス
テ
ィ
ー
ユ

の
付
与
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

③
は
、
商
号
承
認
申
請
に
お
い
て
会

社
登
記
局
か
ら
発
行
さ
れ
た
レ
タ
ー
で

あ
る
。

　

④
の
委
任
状
は
、
会
社
設
立
を
代
行

す
る
法
律
事
務
所
や
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
会
社
に
対
す
る
会
社
設
立
代
行
の
委

任
状
で
あ
り
、
同
様
に
、
各
株
主
か
ら

設
立
委
任
を
受
け
た
個
人
に
よ
り
署
名

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
イ
ン
ド
で
は
、

非
公
開
会
社
で
あ
っ
て
も
株
主
は
最
低

二
名
必
要
で
あ
る
た
め
、
委
任
状
は
最

低
で
も
二
通
必
要
と
な
る
。
こ
の
委
任

状
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
公
証
お
よ
び

ア
ポ
ス
テ
ィ
ー
ユ
の
付
与
を
受
け
る
必

要
が
あ
る
。

　

な
お
、e-Form

1 

の
提
出
の
際
、
定

款
登
録
の
た
め
の
費
用
と
し
て
、
授
権

資
本
額
に
応
じ
た
登
録
免
許
税
を
支
払

う
必
要
が
あ
る
。
イ
ン
ド
で
は
、
資
本

金
の
払
込
み
が
会
社
設
立
後
と
な
る
た

め
、「
払
い
込
ま
れ
た
資
本
金
で
登
録

免
許
税
を
支
払
う
」
と
い
う
こ
と
は
で

き
ず
、
事
前
に
発
起
人
と
な
る
株
主
か

ら
イ
ン
ド
に
送
金
を
行
っ
て
お
く
必
要

が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
注
７
）。
登
録
免
許
税
の
額
は
、

表
２
の
と
お
り
で
あ
る
。 

表２　登録免許税の額

（注６） 例えば、合弁契約上の合意に違反して取締役の選任が行われた場合、附属定款に合意さ
れた選任方法が規定されていれば、当該選任自体がインド会社法上無効となるが、規定
されていなければ単なる契約違反の問題のみが生じることとなる。

（注７） 設立費用を新会社自身に負担させる場合、事後的にこの費用を新会社から株主に払い
戻すことも可能である。

単位：ルピー

授権資本額
（Authorized capital） 定款登記にかかる登録免許税

〜 100,000 4,000

10,0001 〜 500,000 4,000 + 授権資本額10,000増ごとに300

500,001 〜 5,000,000 16,000 + 授権資本額10,000増ごとに200

5,000,001 〜 10,000,000 106,000 + 授権資本額10,000増ごとに100

10,000,001 〜 156,000 + 授権資本額10,000増ごとに50
※登録免許税の上限は2,000万ルピー。


